
「農林漁業成長産業化ファンド（仮称）」 
で６次産業化を進めよう！ 

こんな思いをしたことありませんか？ 

せっかくおいしいモノができたのに、 

市場の規格から少しでも外れると値がつかない 

補助金を活用して加工施設を建てたけれど、 

販路がなくてなかなか売れない 

生産者の思いを、 

消費者に理解してもらおう！ 

直売や加工で、 

価値あるモノを売っていこう！ 

生産者と 

消費者を 

結ぶ取組み 

契約栽培 加工品 

直売所 

ネット販売 
農家 

レストラン 

おいしいモノを売れるようにしよう！ 

生産現場の声や思い 

次ページへ 

それでも 

まだ課題が・・・ 



こんな課題に直面したことありませんか？ 

課題を解決するためには 

新たな取組みを始めるときの課題 

長期の 

信頼関係 

短期的な取引の条件に左右されずに、お互いの
情報をキャッチボールし、カイゼンを図ること
のできる長期的な信頼関係が必要 

自然の 

サイクル 

との調和 

消費者ニーズに合わせた商品・メニューを作る
ために、多様な品目・品種の生産体制が必要で
あると同時に、生産の仲間づくりが丌可欠 

販路と 

資金の確保 

制約なく成長し続けていくためには、大きな販
路の確保と担保等が丌用な資金の確保が重要。
加えて、生産を支えるための仲間づくりが必要 

• 栽培契約を始めてみたものの、価格や量の事後変更が日常茶飯事。継続
が難しい！ 

課題１ 取引条件が変わる 

• 大ロットの注文は嬉しいが、自然相手の事業なので、定量・定質・定額
の供給を常に全うするのは困難な場合もある 

課題２ 自然条件の影響を受ける 

• 直販・加工等の取組みを始めたものの、販路開拓が困難。また、販路が
できても供給を増やす資金が足りない！ 

課題３ 販路と資金が足りない 



ファンドを活用してみよう！ 

６次産業化とは 「農林漁業成長産業化ファンド（仮称）」とは 

農林漁業  
成長産業化
ファンド 

農林漁業者 

のみなさん 

パートナー 

企業 

６次産業化の取組みをさらに拡大･高度化しようとする、

農林漁業者のみなさんのチャレンジを支援します。 

• 販路やノウハウを持つ２次・３次産

業のパートナーと協働する取組み 

• 新たな販路（大消費地・海外）へ進

出しようとする取組み 

• 農林漁業・農山漁村の活性化につな

がる取組み 

ファンドの支援が課題解決の鍵 

パートナー企業と二人三脚で合弁事業を立ち上げ、長期的な信頼関係
を築きます。「合弁」は製造業等でも新規事業（特に海外進出）を行
う際によく用いられる方法です。ファンドは、パートナー企業との
マッチングの段階から支援します。 

パートナー企業と一緒の会社を経営していきますが、生産現場を熟知
した農林漁業者の方の経験・意見を踏まえ、自然のサイクルに合わせ
た加工・流通・販売に取り組むことも実現できます。農林漁業者の方
の意見が反映されるように、ファンドは意思決定を支援します。 

ファンドの資金は、使途の制約が小さく、期日ごとの返済がないなど
自由度の高い資金です。例えば、農家レストランの東京出店、海外
スーパーと連携した輸出事業、古民家を活用したグリーンツーリズム
事業など、さまざまなチャレンジを応援します。 

パートナー企業とのスクラム体制 

農林漁業の生産に合わせた経営 

自由な資金でさまざまなチャレンジ 

どんな取組みが対象？ 

こういった要素を備えている取組みを行

う会社にファンドが出資します。 

１ 

２ 

３ 



ファンドを使うときの条件は？ 

【本資料に関する問合せ先】 

 農林水産省 食料産業局 総務課 ファンド企画室 

 担当   ： 岸、北川、南野、渡辺 

 電話番号   ： ０３－６７４４－１５１９ 

 電子メール  ：  noriaki_kishi@nm.maff.go.jp 

      masayuki_kitagawa@nm.maff.go.jp  

   shinya_nanno@nm.maff.go.jp 

      ikko_watanabe@nm.maff.go.jp 

さらに詳しい内容・ご相談は下記窓口、お近くの農政局、自治体、金融機関まで。 

お問い合せについて 

６次産業化事業体 
（合弁事業体） 

農林漁業者 
（団体・法人含む） 

６次産業化 

パートナー 

＞ 
農林漁業者 

出資 

（Ａ％） 

パートナー企業 

出資 

（Ｂ％） 

ファンド出資 

（上限５０％） 

＞ 

農林漁業成長産業化 

ファンド（仮称） 

マッチング支援 マッチング支援 

出融資 

九州農政局 

経営・事業支援部事業戦略課 

〒８６０－８５２７     電話番号：０９６－２１１－９３１９ 

熊本県熊本市西区春日二丁目10番1号 熊本地方合同庁舎 

北海道農政事務所 
農政推進部経営・事業支援課 

〒０６０－０００４     電話番号：０１１－６４２－５４８５ 

北海道札幌市中央区北4条西17丁目19－6 

東北農政局 
経営・事業支援部事業戦略課 

〒９８０－００１４     電話番号：０２２－２２１－６１４６ 

宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号 仙台合同庁舎 

関東農政局 
経営・事業支援部事業戦略課 

〒３３０－９７２２     電話番号：０４８－７４０－５３４１ 

埼玉県さいたま市中央区新都心2－1 さいたま新都心合同庁舎2号館  

北陸農政局 

経営・事業支援部事業戦略課 
〒９２０－８５６６     電話番号：０７６－２３２－４２３３ 

石川県金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎  

東海農政局 

経営・事業支援部事業戦略課 

〒４６０－８５１６     電話番号：０５２－７４６－１２１５ 

愛知県名古屋市中区三の丸一丁目2番2号 農林総合庁舎1号館 

近畿農政局 

経営・事業支援部事業戦略課 

〒６０２－８０５４     電話番号：０７５－４１４－９０２４ 

京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町 

中国四国農政局 

経営・事業支援部事業戦略課 
〒７００－８５３２     電話番号：０８６－２２４－９４１５ 

岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎 

沖縄総合事務局 

農林水産部食品・環境課 

〒９００－０００６     電話番号：０９８－８６６－１６７３ 

沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館 

• ６次産業化法の計画認定を取得した会社が出資対象となります。 

• また、ファンドによる出融資審査を通過することが条件となります。 

経営支援 

※ 数字は会社の議決権
の割合。 

計画認定取得には、
Ａ＞Ｂである必要。 


